


第１回 厚労省見守り連絡会議

「仙台市で実践する見守強化支援事業」

認定NPO法人STORIA





団体概要



ひとりに

寄り添う

ノウハウを

伝える

社会を

変える

１，ひとりに寄り添う「孤立する困難家庭と子どもの包摂的事業」

（１）ひとり親や困難家庭のためのアウトリーチ事業

（２）子どもの生きる・育むを支えるサードプレイス事業

２，ノウハウを伝える

（１）NPO等対象の研修事業

・相談支援、子どもの非認知能力

３，社会を変える

（１）法人向け研修事業

（２）個人向け勉強会事業

・子どもの貧困についてなど

事業概要



事業： 孤立する困難家庭と子どもの包摂的事業

１、ひとり親や困難家庭のためのアウトリーチ事業の実施

① Google検索によるアウトリーチ・仙台市との協働による相談支援事業の開設

②地域連携によるアウトリーチの実施（町内会・民生委員・学校・児童館）

相談支援窓口の開設 Google検索のアウトリーチ

< ひとり親等の相談支援事業>

< 令和3年4月~令和4年３月>



２、地域と子どもと家庭を見守り・支える・育む居場所事業の運営

地域と協働で、「子どもと家庭を見守り支え、育む居場所」を開設。

子どもには愛情を注ぎ、多様な人との出会いや経験を通して「生きる力（非認知能力）」を育む居場所、保護
者には、「子育て」「就労」「法律」「行政への同行」等の相談支援や伴走支援を行っている。
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事業： 孤立する困難家庭と子どもの包摂的事業

＜地域& STORIA＞

地域で見守り支える居場所

2,544人
子どもを

支援（延べ）



事業： 緊急サポート事業



STORIA Mission（レバレッジポイント）

愛情が循環する未来へ



「見守強化支援事業の事例」



具体的な見守事業の概要

（１）対象者：仙台市内5区の内、2区を担当（約100家庭）
・要保護・要支援児童とその家族
・その他、支援や見守りが必要な子どもとその家庭
＊子どもの年齢は0歳～18歳まで

（２）対象者には食品サポートという事業の見せ方
・食品や生活用品、お菓子や文房具など必要な物を持って行く
・各家庭の家族構成や好み、アレルギーなどにも対応

（３）対象者のアセスメント
・仙台市の各区役所が基本的に行い、当法人と打ち合わせしながら
訪問頻度を決める（年間を通じて変化もある）

・区から見て来て欲しい部分（子どもの目視確認、虐待やネグレクト等）を
依頼されることも多い

・訪問時に、アセスメント（仙台市の虐待マニュアル）を行い、
訪問後は必要であれば区に報告。毎月全家庭の報告を行う。



具体的な見守事業の概要



見守強化支援事業の体制

宅食という方法を用い、仙台市（区役所）と対象家庭をアセスメン

トをし、必要な頻度に応じて訪問する。対象者からの相談も可能。



見守り活動での工夫

■所属がない・不登校の子どもに会うため、訪問支援の工夫



具体的な見守事業の対象家庭のケース

（１）児童養護施設から家庭復帰をしたシングルマザーの家庭とこども

（２）母親が精神疾患で小学生の子どもがヤングケアラー化してる家庭

（３）母親が区役所や学校に不信感があり、子どもの目視確認ができず
対応に困っているシングルマザーの家庭。



連携について

＜大切なこと＞
①日ごろから行政との信頼関係を築く
・施策をつくる課と信頼関係を築きながら事業や仕様書を提案し、一緒につくる
・実務の課の立場を考え、少しでも仕事が楽になるような事業設計と慮りの心

②要保護児童対策協議会の構成員となることで個人情報の問題をクリアー



見守事業の課題

事業の構造について
（１）1エリアに対し予算がついているため、地域の規模や特徴に応じた

予算額ではない。

事業実施について
（１）命にかかわる重篤なケースがあるため、支援員のマインドと

高度なスキルが求められる
＊ソーシャルワーク、相談、行政や関係機関とのコミュニケーションスキル
＊自治体によって民間に求める範囲が違うので、仕様書が作られる前に話し合う
ことが大切

（２）個人情報のやり取りや、取り扱いについて厳重にしなければならないが
その管理能力が必要

＊行政以外からの対象者の相談やリファーについて個人情報が絡んでくる
＊対象者のデータについての管理（紙・クラウド等）が厳重に求められる




